
 

第１回 北庄内合併協議会 

 

期日：平成１６年１１月２７日（土）９：３０～ 

会場：平田町農村環境改善センター       

 

次     第 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 議 事 

（１）報告事項 

報告第１号 北庄内合併協議会設置までの経過について 

報告第２号 北庄内合併協議会規約について 

報告第３号 北庄内合併協議会事務局規程について 

報告第４号 北庄内合併協議会助役会議設置規程について 

報告第５号 北庄内合併協議会幹事会設置規程について 

報告第６号 北庄内合併協議会財務規程について 

報告第７号 北庄内合併協議会専門部会設置規程について 

報告第８号 北庄内合併協議会分科会設置規程について 

 

（２）協議事項 

（議決案件） 

議案第１号 北庄内合併協議会会議運営規程について 

議案第２号 北庄内合併協議会会議傍聴規程について 

議案第３号 北庄内合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程について 

議案第４号 北庄内合併協議会小委員会設置規程について（各小委員会委員の指名について） 

議案第５号 平成１６年度北庄内合併協議会事業計画について 

議案第６号 平成１６年度北庄内合併協議会歳入歳出予算について 

 

（協議案件） 

協議第１号 協定項目１ 合併の方式について 

協議第２号 協定項目３ 新市の名称について 

協議第３号 協定項目４ 新市の事務所の位置について 

協議第４号 協定項目１５ 使用料、手数料等の取扱いについて 

協議第５号 協定項目１６ 公共的団体等の取扱いについて 

協議第６号 協定項目１７ 補助金、交付金等の取扱いについて 

 

（小委員会付託案件） 

協議第 ７号 協定項目６ 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 

協議第 ８号 協定項目７ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 

協議第 ９号 協定項目８ 地方税の取扱いについて（その１） 

協議第１０号 協定項目１０ 一般職の職員の身分の取扱いについて 

協議第１１号 協定項目１１ 特別職の職員の身分の取扱いについて 



 

 

協議第１２号 協定項目１２ 条例、規則等の取扱いについて 

協議第１３号 協定項目１４ 一部事務組合等の取扱いについて（その１） 

協議第１４号 協定項目１９ 慣行の取扱いについて 

協議第１５号 協定項目２０ 国民健康保険事業の取扱いについて 

協議第１６号 協定項目２１ 介護保険事業の取扱いについて 

協議第１７号 協定項目２２ 消防団の取扱いについて 

協議第１８号 協定項目２３ 自治会・行政連絡機構の取扱いについて 

協議第１９号 協定項目２４―（１） 納税関係事業の取扱いについて 

協議第２０号 協定項目２４―（２） 防災関係事業の取扱いについて 

協議第２１号 協定項目２４―（４） まちづくり関係事業の取扱いについて 

協議第２２号 協定項目２４―（５） 環境関係事業の取扱いについて 

協議第２３号 協定項目２４―（６） 住民窓口業務の取扱いについて 

協議第２４号 協定項目２４―（７） 保健衛生関係事業の取扱いについて 

協議第２５号 協定項目２４―（８） 病院関係事業の取扱いについて 

協議第２６号 協定項目２４―（９） 福祉関係事業の取扱いについて 

協議第２７号 協定項目２４―（１０） 商工関係事業の取扱いについて 

協議第２８号 協定項目２４―（１１） 観光関係事業の取扱いについて（その１） 

協議第２９号 協定項目２４―（１２） 農林水産関係事業の取扱いについて 

協議第３０号 協定項目２４―（１４） 生活排水関係事業の取扱いについて 

協議第３１号 協定項目２４―（１５） 建設関係事業の取扱いについて 

協議第３２号 協定項目２４―（１６） 学校教育関係事業の取扱いについて 

協議第３３号 協定項目２４―（１７） 生涯学習関係事業の取扱いについて 

協議第３４号 協定項目２４―（１８） その他事務事業の取扱いについて 

 

協議第３５号 協定項目１３ 事務組織及び機構の取扱いについて 

協議第３６号 協定項目１４ 一部事務組合等の取扱いについて（その２） 

協議第３７号 協定項目１８ 町(字)の区域及び名称の取扱いについて 

協議第３８号 協定項目２４―（３） 電算システムの取扱いについて 

協議第３９号 協定項目２４―（１１） 観光関係事業の取扱いについて（その２） 

 

協議第４０号 協定項目５ 財産の取扱いについて 

協議第４１号 協定項目８ 地方税の取扱いについて（その２） 

協議第４２号 協定項目１４ 一部事務組合等の取扱いについて（その３） 

協議第４３号 協定項目２４―（１３） 水道関係事業の取扱いについて 

協議第４４号 協定項目９ 地域審議会等の取扱いについて 

協議第４５号 協定項目２５ 新市建設計画について 

 

（３）その他 

    今後のスケジュールについて 

 

 

４ 閉 会 
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報告第１号 

北庄内合併協議会設置までの経過について 
 
 
◆任意協議会等における協議 

期 日 項  目 （ 摘 要 ） 
平成 14 年 

4 月 7 日 
 
 
  4 月 

 
 

 
  7 月 

 
8 月 6 日 

 
 
 8 月 27 日 
 
 
 8 月 30 日 
 
 
 12 月 2 日 
 
 
 12 月 18 日 
 
 
 
 12 月 27 日 
 
 
 

 
１市６町長懇談会（酒田市、立川町、余目町、遊佐町、八幡町、松山町、平田町） 
  ・合併に関する基本的な考え方について 
 
１市６町合併研究会（第１～７回） 
  ・当面の検討項目のリストアップ等  

・任意協議会の設置について 
１市６町長会議 
  ・任意協議会の設置について 
 
第１回庄内北部地域合併検討協議会 
  ・規約の制定、役員の選出等 
 
合併重点支援地域に指定 

  ・庄内北部地域が山形県より指定される 
 
第２回庄内北部地域合併検討協議会 
  ・合併の方式等について 
 
第３回庄内北部地域合併検討協議会 
  ・基本４項目の方針について 

 

第４回庄内北部地域合併検討協議会 
  ・法定協議会への移行を確認 

立川町・余目町は参加見送りを表明 

 

第５回庄内北部地域合併検討協議会 
  ・酒田市、遊佐町、八幡町、松山町及び平田町の１市４町で、法定協議会

への移行を確認 
 

 

～
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◆庄内北部地域合併協議会（法定協議会）における協議 

期 日 項  目 （ 摘 要 ） 
平成 15 年 

2 月 1 日 
 
 

2 月 5 日 
 
 
 

2 月 15 日 
 
 
 
  3 月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 16 年 
  9 月 

 
 
 9 月 28 日 
 
 
 10 月 4 日 
 
 
 10 月 6 日 
 

 
庄内北部地域合併協議会設置 

・１市４町議会の議決を経て設置される 
 

合併重点支援地域の指定変更 

  ・庄内北部地域として酒田市、遊佐町、八幡町、松山町及び平田町の区域

が山形県の指定地域となる 
 
第１回庄内北部地域合併協議会 
  ・協議会の規約・規程及び平成１４年度事業計画及び予算について 
 
 
  ■合併協定項目、各種事務事業に関する協議 
   ○合併協議会（第２～１７回） 
   ○合併協議会各小委員会 
     ・建設計画に関する小委員会（第１～９回） 
        建設計画、新市の名称に関する協議 
     ・行財政システムに関する小委員会（第１～９回） 
        新市の事務所の位置、地域審議会等に関する協議 
     ・議会議員の定数、任期等に関する小委員会（第１～７回） 
        議会議員の定数、任期等に関する協議 
     ・第１小委員会（第１～９回） 

   各種事務事業に関する協議（総務、商工観光、議会） 
・第２小委員会（第１～６回） 
   各種事務事業に関する協議（企画財政、教育） 
・第３小委員会（第１～１３回） 
   各種事務事業に関する協議（市民生活、健康福祉） 
・第４小委員会（第１～１２回） 

        各種事務事業に関する協議（建設、農林水産） 
   ○正副会長会議 

○助役会議 
   ○各専門部会、分科会 
 
 
正副会長会議 

  ・懸案事項（水道事業、建設計画、地域審議会等）の調整方針について 
 
正副会長会議 
  ・遊佐町長より、合併協議会からの離脱表明 
  ・懸案事項（建設計画、地域審議会等）の調整方針について 
 
第１８回庄内北部地域合併協議会 
  ・遊佐町が離脱を表明 
 

～ 
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◆北庄内合併協議会（法定協議会）設置までの経緯 

期 日 項  目 （ 摘 要 ） 
平成 16 年 

10 月 22 日 
 
 
 
 
 
 

11 月 4 日 
 
 
 
 
 
 
 

11 月 16 日 
 
 
 11 月 27 日 
 

 
１市３町市長・町長会議 

  ・酒田市、八幡町、松山町及び平田町の１市３町で、合併協議を行うこと

を確認 

  ・遊佐町に対して、合併協議への復帰について働きかけを行うことを確認 

・庄内北部地域合併協議会における協議の継続性を確認 

  ・未調整事項（建設計画、地域審議会等）について協議 

 

１市３町市長・町長会議 

  ・庄内北部地域合併協議会の事業を休止し、酒田市、八幡町、松山町及び

平田町の１市３町で、新たな合併協議会を設立することを確認 

・新たな合併協議会の運営について協議 

各市町議会臨時会への提案について 

   今後のスケジュールについて 

     未調整事項の調整方針について 

 

北庄内合併協議会設置 
・１市３町議会の議決を経て設置される 

 

第１回北庄内域合併協議会 
  

 

 

※ 北庄内合併協議会設置の議決状況について 
 

酒田市  11 月 15 日 議案提出  同日 原案可決 
八幡町  11 月 12 日 議案提出  同日 原案可決 
松山町  11 月 15 日 議案提出  同日 原案可決 
平田町  11 月 15 日 議案提出  同日 原案可決 

 
 
 
 
 
 



― 4 ― 

報告第２号 

北庄内合併協議会規約 

 

 （協議会の設置） 

第１条 酒田市、八幡町、松山町及び平田町（以下「構成市町」という。）は、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び市町村の合併の

特例に関する法律（昭和４０年法律第６号。以下「法」という。）第３条第１項

の規定に基づき、合併協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（協議会の名称） 

第２条 協議会は、北庄内合併協議会と称する。 

 （協議会の事務） 

第３条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 

 (1) 構成市町の合併に関する協議 

 (2) 法第５条の規定に基づく新市建設計画の作成 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、構成市町の合併に関し必要な事項  

 （事務所） 

第４条 協議会の事務所は、構成市町の長が協議して定めた場所に置く。 

 （組織） 

第５条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

 （会長及び副会長） 

第６条 会長及び副会長は、構成市町の長が協議し、次条第１項の規定により委員

となるべき者の中からこれを選任する。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐する。 

４ 会長及び副会長は、非常勤とする。 

 （委員） 

第７条 委員は、次の者をもって充てる。ただし、会長に選任された者を除く。 

 (1) 構成市町の長 

 (2) 構成市町の議会の議長及び構成市町の議会が推薦する議員各１人 

 (3) 構成市町の長が協議して定めた識見を有する者１２人以内 

２ 委員は、非常勤とする。 

 （会長の職務代理） 

第８条 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する

副会長が会長の職務を代理する。 

 （会議） 

第９条 協議会の会議（以下｢会議｣という。）は、会長が招集する。 

２ 委員の３分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招
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集しなければならない。 

３ 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委

員に通知しなければならない。 

 （会議の運営） 

第１０条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができ

ない。 

２ 会議の議長は、会長がこれに当たる。 

３ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 

 （小委員会） 

第１１条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を

置くことができる。 

２  小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 

 （事務局） 

第１２条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （職員） 

第１３条 協議会の事務に従事する職員は、構成市町の長が協議して定めた者をも

って充てる。 

 （助役会議） 

第１４条 協議会に提案する事項のうち特に重要な事項について協議する必要があ

るとき、当該協議をするため構成市町の助役をもって組織する助役会議を置くこ

とができる。 

２ 助役会議の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

 （幹事会） 

第１５条 協議会に提案する事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会

を置くことができる。 

２ 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （経費） 

第１６条 協議会に要する経費は、構成市町が協議して負担する。 

 （監査） 

第１７条 協議会の出納の監査は、構成市町の監査委員の中から構成市町の長が協

議して定めた者２人に委嘱して行う。 

２ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

 （財務に関する事項） 

第１８条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長

の属する市町の例により会長が定める。 
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 （報酬及び費用弁償） 

第１９条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行う

ために要する費用弁償を受けることができる。 

２ 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が会議

に諮り別に定める。 

 （協議会解散の場合の措置） 

第２０条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打

ち切り、会長であった者がこれを決算する。 

 （補則） 

第２１条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に

定める。 

 

   附 則 

 この規約は、平成１６年１１月１６日から施行する。 
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報告第３号 
北庄内合併協議会事務局規程 

 
 （趣旨） 
第１条 この規程は、北庄内合併協議会規約（以下「規約」という。）第１２条第２項

の規定により、北庄内合併協議会（以下｢協議会｣という。）の事務局に関し、必要な

事項を定める。 
 （所掌事務） 
第２条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 
 (1) 協議会の会議に関すること。 

 (2) 協議会の協議資料の作成に関すること。 

 (3) 協議会の庶務に関すること。 

 (4) 助役会議･幹事会の庶務に関すること。 

 (5) その他協議会の運営に関し必要な事項 

 （職員等） 
第３条 事務局に事務局長、事務局次長その他必要な職員を置く。 
２ 前項に定めるもののほか、事務の円滑な運営に資するため、必要に応じて山形県職

員を派遣要請することができるものとする。 
３ 分掌事務は、別表第１のとおりとする。 
 （職員の職務） 
第４条 事務局長は、協議会の会長（以下｢会長｣という。）の命を受け、事務局の事務

を統括する。 
２ 事務局次長は、事務局長の命を受け、次に掲げる職務を行う。 
 (1) 事務局内の連絡及び調整 

 (2) 事務局長の職務の補佐 

 (3) 事務局長に事故あるとき又は欠けたときの職務の代理 
 (4) 班相互間の連絡及び調整 

 (5) 班に属する職員の指揮監督 
 （決裁） 
第５条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。 
 (1) 協議会の運営に関する基本方針の決定 

 (2) 協議会に提案する議案の決定 

 (3) 協議会の予算及び決算 

 (4) 規程及び要綱等の制定改廃 

 (5) その他特に事務局が重要と判断する事項 

 （専決事項） 
第６条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。 
 (1) 物品の購入その他契約の締結に関すること。 
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 (2) 物品及び現金の出納に関すること。 

 (3) 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること。 

 (4) その他軽易な事項に関すること。 
 （代決） 
第７条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。 
２ 会長及び副会長が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。 
 （文書の取扱い） 
第８条 事務局における文書の収受、発送、処理、保存その他文書の取扱いに関し必要

な事項は、会長の属する市町の例による。 
 （公印の取扱い） 
第９条 協議会の公印は、会長印、会長職務代理者印及び事務局長印とし、協議会の印

の名称、ひな形、寸法、書体及び用途は、別表第２のとおりとする。 
２ 協議会の公印の取扱いについては、会長の属する市町の例による。この場合におい

て、｢総務課長｣とあるのは｢事務局長｣と読み替えるものとする。 
 （職員の服務） 
第１０条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、会長の属する市町の

例による。 
 （給与） 
第１１条 職員の給与については、それぞれ派遣する市町（県を含む。）の負担とする。 
２ 職員の旅費については、会長の属する市町の例により協議会が支給する。 
 （委任） 
第１２条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 
 
   附 則 
 この規程は、平成１６年１１月１６日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 
班 名 分  掌  事  務 

 (1) 合併の方式に関すること。 

 (2) 合併の期日に関すること。 

  (3) 新市の名称に関すること。 

  (4) 新市の事務所の位置に関すること。 

 (5) 住民の意向を尊重する方策に関すること。 

 (6) 合併の諸手続きに関すること。 

 (7) 協議会の会議に関すること。 

 (8) 助役会議・幹事会に関すること。 

  (9) 合併に係る資料の編纂に関すること。 

 (10) 合併に係る広報に関すること。 

 (11) 庶務及び会計に関すること。 

 (12) 専門部会の業務に関すること。 

総務班 

 (13) その他他の班に属さないこと。 

 (1) 新市建設計画に関すること。 

 (2) 住民サービスの向上効率的な業務執行の推進のための業務執行 

  体制、執行システムの構築に関すること。 
計画班 

  (3) 専門部会の業務に関すること。 

  (1) 税、使用料などの公租公課、その他行政施策、事務万般にわた 

  る各構成団体間の相違事項の調整協議に関すること。 

 (2) 各専門部会等の進行管理及び部会連絡調整会議に関すること。 
調整班 

  (3) 専門部会の業務に関すること。 
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別表第２（第９条関係） 
公印の名称 ひな形 寸法 書体 用    途 

北庄内合併協議会 

会長印 

北庄内合

併協議会

会長之印 

方３０ミリ てん書 
会長名をもって発する文書

用 

北庄内合併協議会 

会長職務代理者印 

北庄内合

併協議会

会長職務

代理者之

印 

方２４ミリ てん書 
会長職務代理者名をもって

発する文書用 

北庄内合併協議会 

事務局長印 

北庄内合

併協議会

事務局長

印 

方２４ミリ てん書 
事務局長名をもって発する

文書用 
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報告第４号 
北庄内合併協議会助役会議設置規程 

 
 （設置） 
第１条 北庄内合併協議会規約（以下｢規約｣という。）第１４条第１項の規定により、

北庄内合併協議会助役会議（以下｢助役会議｣という。）を置く。 
 （所掌事務） 
第２条 助役会議は、北庄内合併協議会（以下｢協議会｣という。）に提案する事項のう

ち特に重要な事項について協議するものとする。 
 （組織） 
第３条 助役会議は、酒田市、八幡町、松山町及び平田町の助役をもって組織する。た

だし、助役が不在の場合は、不在の市町長が指名した者をもって充てる。 
２ 助役会議に会長及び副会長を置く。 
 （会議） 
第４条 助役会議は、会長が必要に応じて随時開催する。 
 （会議の運営） 
第５条 会長は、助役会議を主宰し、会議の議長となる。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
 （関係者の出席） 
第６条 助役会議は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。 
 （報告） 
第７条 会長は、助役会議の協議経過及び結果について協議会の会長に報告するものと

する。 
 （庶務） 
第８条 助役会議の庶務は、規約第１２条第１項に規定する協議会事務局において処理

する。 
 （委任） 
第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
 この規程は、平成１６年１１月１６日から施行する。 
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報告第５号 
北庄内合併協議会幹事会設置規程 

 
 （設置） 
第１条 北庄内合併協議会規約（以下「規約」という。）第１５条第１項の規定により、

北庄内合併協議会幹事会（以下｢幹事会｣という。）を設置する。 
 （所掌事務） 
第２条 幹事会は、北庄内合併協議会会長（以下｢会長｣という。）の指示を受け、北庄

内合併協議会（以下｢協議会｣という。）に提案する事項について、協議又は調整する

ものとする。 
２ 前項に規定するもののほか、酒田市、八幡町、松山町及び平田町の合併に必要な事

項について、協議又は調整するものとする。 
 （幹事） 
第３条 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 
 （組織） 
第４条 幹事会は、幹事をもって組織する。 
２ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。 
 （会議） 
第５条 幹事会は、幹事長が必要に応じて随時開催する。 
 （会議の運営） 
第６条 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の議長となる。 
２ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。 
 （専門部会） 
第７条 幹事会に専門部会を置く。 
 （関係者の出席） 
第８条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。 
 （報告） 
第９条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。 
 （庶務） 
第１０条 幹事会の庶務は、規約第１２条第１項に規定する協議会事務局において処理

する。 
 （委任） 
第１１条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
 この規程は、平成１６年１１月１６日から施行する。 
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別表（第３条関係） 
区 分 職  名 

酒田市 合併対策室長 

八幡町 総務課長 

松山町 総務企画課長 

平田町 企画課長 
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報告第６号 
北庄内合併協議会財務規程 

 
 （趣旨） 
第１条 この規程は、北庄内合併協議会規約（以下「規約」という。）第１８条の規定

により、北庄内合併協議会（以下｢協議会｣という。）の財務に関し、必要な事項を定

める。 
 （歳入歳出予算） 
第２条 協議会の予算は、酒田市、八幡町、松山町及び平田町（以下｢構成市町｣という。）

の負担金のほか、補助金、繰越金及びその他の収入をもって歳入とし、協議会の事務

に要する全ての経費をもって歳出とする。 
２ 協議会の会長（以下｢会長｣という。）は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に

協議会において承認を得なければならない。 

３ 会長は、前項の規定により予算が協議会の承認を得たときは、当該予算書の写しを

速やかに構成市町の長に送付しなければならない。 

４ 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 （予算の補正） 
第３条 会長は、協議会に係る予算において補正の必要が生じた場合は、これを調製し、

協議会の承認を得なければならない。 
２ 前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第３項の規定を準

用する。 
 （歳入歳出予算の区分） 
第４条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第１のとおりとする。 
２ 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第２のとおりとする。 
３ 当該年度において臨時的かつ特別の理由があるときは、別表第１及び別表第２に定

める以外の項及び目を定めることができる。 

 （出納及び現金の保管） 
第５条 協議会の出納は、会長が行う。 
２ 協議会に属する現金は、金融機関に預金する等確実な方法によって管理しなければ

ならない。 

 （協議会の出納員） 
第６条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会の出納員を命ずることができる。 
２ 協議会の出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務を掌る。 

 （予算の流用） 
第７条 会長は、歳出予算のうち款項を越える流用をしたときは、協議会に報告しなけ

ればならない。 
 （決算等） 
第８条 会長は、毎会計年度終了後３カ月以内に協議会の決算を調製し、監査委員の監
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査に付した後、協議会の認定を得なければならない。 
２ 会長は、前項の規定により、決算の認定を得たときは、当該決算書の写しを構成市

町の長に送付しなければならない。 
 （収入及び支出の手続） 
第９条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式により、これを行

うものとする。 
２ 協議会の出納員は、次に掲げる簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 
(1) 予算差引簿 

 (2) 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊 
 （委任） 
第１０条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 
 
   附 則 
１ この規程は、平成１６年１１月１６日から施行する。 
２ 平成１６年度については、第２条第２項中「年度開始前に」とあるのは「第１回目

の」と、同条第４項中「毎年４月１日から翌年３月３１日まで」とあるのは「平成１

６年１１月１６日から翌年３月３１日まで」と読み替えるものとする。 
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別表第１（第４条関係） 
 
歳入予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 

２ 県支出金 １ 県補助金 １ 県補助金 

３ 諸収入 １ 諸収入 １ 諸収入 

４ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 

 
 
 
別表第２（第４条関係） 
 
歳出予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 事業費 １ 事業費 １ 会議費 

    ２ 啓発費 

    ３ 調査費 

２ 運営費 １ 事務費 １ 事務費 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 
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報告第７号 
北庄内合併協議会専門部会設置規程 

 
 （設置） 
第１条 北庄内合併協議会幹事会設置規程（以下「規程」という。）第７条の規定によ

り、北庄内合併協議会専門部会（以下｢専門部会｣という。）を設置する。 
 （所掌事務） 
第２条 専門部会は、北庄内合併協議会幹事長（以下｢幹事長｣という。）の指示を受け、

北庄内合併協議会規約３条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものと

する。 
 （組織） 
第３条 専門部会は、別表に掲げる部会をもって組織する。 
 （役員） 
第４条 専門部会に次の役員を置く。 
 (1) 部会長 １名 

 (2) 副部会長 １名 

 （役員の職務） 
第５条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。 
２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
 （会議） 
第６条 会議は、幹事長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものと

する。 
２ 部会長は、会議の議長となる。 
３ 部会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。 
４ 部会長は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催することができ

る。 
 （分科会） 
第７条 専門部会に分科会を置く。 
 （報告） 
第８条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事長に報告するものとす

る。 
 （庶務） 
第９条 専門部会の庶務は、部会長の属する市町の担当部門が行う。 
 （委任） 
第１０条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
 この規程は、平成１６年１１月１６日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

専門部会名 

  総務部会 

  企画財政部会 

  市民生活部会 

  健康福祉部会 

  商工観光部会 

  農林水産部会 

  建設部会 

  教育部会 

  議会部会 

  総合調整部会 
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報告第８号 
北庄内合併協議会分科会設置規程 

 

  （設置） 

第１条  北庄内合併協議会専門部会規程（以下「規程」という。）第７条の

規定により北庄内合併協議会分科会（以下｢分科会｣という。）を設置する。 

  （所掌事務） 

第２条  分科会は、北庄内合併協議会専門部会長（以下「部会長」とい

う。）の指示を受け、北庄内合併協議会規約（以下「規約」という。）第

３条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。 

  （組織） 

第３条  分科会の組織は、別表に掲げるとおりとする。 

  （役員） 

第４条  分科会に次の役員を置く。 

 (1)  分科会長  １名 

 (2)  副分科会長  １名 

  （役員の職務） 

第５条  分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。 

２  副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、その職

務を代理する 

  （会議） 

第６条  会議は、部会長の要請により、又は分科会長が必要に応じて随時開

催するものとする。 

２  分科会長は、会議の議長となる。 

３  分科会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。 

４  分科会長は、必要に応じて関係する他の分科会と合同の会議を開催する

ことができる。 

  （報告） 

第７条  分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、部会長に報告す

るものとする。 

  （庶務） 

第８条  分科会の庶務は、分科会長の属する市町の担当部門が行う。 

  （補則） 

第９条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

      附  則 

この規程は、平成１６年１１月１６日から施行する。 
 
 
 
 



― 20 ― 

別表（第３条関係） 

専門部会名 分科会 

総務分科会 

人事分科会 

税分科会 

会計分科会 

総務部会 

消防組合分科会 

企画分科会 

まちづくり分科会 

財政分科会 

情報企画分科会 

企画財政部会 

庄内広域行政組合分科会 

住民分科会 

国保分科会 

環境保全分科会 
市民生活部会 

クリーン組合分科会 

病院分科会 

健康分科会 

高齢福祉分科会 

社会福祉分科会 

健康福祉部会 

児童福祉分科会 

商工港湾分科会 
商工観光部会 

観光分科会 

農業分科会 

林業水産分科会 農林水産部会 

農業委員会分科会 

土木分科会 

都市整備分科会 

上水道分科会 
建設部会 

生活排水分科会 

管理･学校教育分科会 

生涯学習分科会 

体育分科会 
教育部会 

芸術文化分科会 

議会部会   

事務機能配置分科会 
総合調整部会 

住民自治組織分科会 
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議案第１号 
北庄内合併協議会会議運営規程 

 
 （趣旨） 
第１条 この規程は、北庄内合併協議会規約（以下「規約」という。）第１０条第３項

の規定により、北庄内合併協議会（以下｢協議会｣という。）の会議の運営に関し、必

要な事項を定める。 
 （基本方針） 
第２条 会議の運営に当たっては、住民の意向を広く反映させながら公平で公正な協議

の推進に努めるものとする。 

 （議長等の責務） 
第３条 議長は、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。 
２ 協議会の副会長及び委員（以下｢委員｣という。）は、会議に積極的に参画するとと

もに、円滑な議事運営に協力しなければならない。 
 （会議の開会及び閉会） 
第４条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。 
２ 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。 
 （表決） 
第５条 議事の表決は、全会一致によることを原則とする。ただし、十分な議論を尽く

したうえで意見が分かれた場合は、会長及び出席委員の３分の２以上の賛成をもって

決する。 
２ 前項ただし書による表決に当たっては、出席委員全員の同意を必要とする。 
 （会議の公開） 
第６条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議を公開することによっ

て、公正かつ円滑な運営に著しい支障が生じると認められる場合は、あらかじめ議長

が会議に諮り非公開とすることができる。 
 （会議録の調製） 
第７条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。 
 (1) 開催の日時及び場所 

 (2) 出席者及び欠席者の氏名 

(3) 会議事項 

 (4) 会議経過 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めた事項 

２ 前項の会議録には、会議資料を添付するものとする。 
３ 作成した会議録は、議長の確認を受け、これを保管しておくものとする。 
４ 会議録は、議長が確認した日をもって確定するものとする。 
 （会議録等の公開） 
第８条 会議録は、原則として公開する。 
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２ 前項の公開は、会議録が確定した日後に議長が定める方法により行うものとする。 
 （規律） 
第９条 会議場において、資料や文書等を配布しようとするときは、あらかじめ議長の

許可を得なければならない。 
 （委任） 
第１０条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議

に諮り別に定める。 
 
   附 則 
 この規程は、平成１６年１１月２７日から施行する。 
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議案第２号 
北庄内合併協議会会議傍聴規程 

 
 （趣旨） 
第１条 この規程は、北庄内合併協議会規約第１０条第３項の規定により、北庄内合併

協議会の会議（以下｢会議｣という。）の傍聴に関し、必要な事項を定める。 
 （傍聴の手続） 
第２条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に住所及び氏名を記入しなければ

ならない。 
２ 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、そ

の団体の名称、所在地、自己の氏名及び人員を傍聴人受付簿に記入しなければならな

い。 
 （傍聴人） 
第３条 議長は、会場の都合により、傍聴人の数を制限することができる。 

 （傍聴席に入ることができない者） 
第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 
(1) 銃器、棒など他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯して

いる者 

(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者 

(3) はち巻、腕章（報道関係者である旨を表示する腕章を除く。）、たすき、リボン、

ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者 

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイクの類を携帯している者 

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者 

(6) 酒気を帯びていると認められる者 

(7) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害するおそれがあると認められる者 
 （傍聴人の守るべき事項） 
第５条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。 

２ 傍聴人は、傍聴席において、次に掲げる事項を守らなければならない。 
(1) 会議での発言に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

(2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。 

(3) 張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等の示威的行為をしないこと。 

(4) 飲食又は喫煙しないこと。 

(5) みだりに席を離れないこと。 

(6) 携帯電話の電源を切ること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような

行為をしないこと。 
  （写真、映画等の撮影及び録音等の禁止） 
第６条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならな
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い。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。 
 （違反に対する措置） 
第７条 傍聴人がこの規程に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わな

いときは、退場させることができる。 
 （委任） 
第８条 この規程に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 
 
   附 則 
１ この規程は、平成１６年１１月２７日から施行する。 
２ 庄内北部地域合併協議会会議傍聴規程（平成１５年庄内北部地域合併協議会規程第

９号）第６条の規定により、協議会の撮影及び録音の許可を得ている者は、この規程

第６条の規定により許可を得ている者とみなす。 
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議案第３号 
北庄内合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程 

 
 （趣旨） 
第１条 この規程は、北庄内合併協議会規約（以下｢規約｣という。）第１９条第２項の

規定により、北庄内合併協議会の会長、副会長、委員及び監査委員（以下｢協議会委

員等｣という。）の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定める。 
 （報酬の額） 
第２条 規約第７条第１項第３号の委員に対してのみ報酬を支給することとし、その額

は、日額５，７００円とする。 
 （費用弁償の額） 
第３条 協議会委員等が協議会の職務を行うため旅行したときは、費用弁償として別表

に掲げる旅費を支給する。 

 （支給方法） 
第４条 前条に定めるもののほか、協議会委員等に支給する旅費については、北庄内合

併協議会の会長の属する市町の例により支給するものとする。 
 （委任） 
第５条 この規程に定めるもののほか、協議会委員等の費用弁償に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 
 
   附 則 
 この規程は、平成１６年１１月２７日から施行する。 
 
 
 
 
別表（第３条関係） 

日   当 
（１日につき） 

車   賃 
（1ｋｍにつき） 

宿 泊 料 
（１泊につき） 

２，６００円 ３７円 １３，１００円 
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議案第４号 
北庄内合併協議会小委員会設置規程 

 
 （設置） 
第１条 この規程は、北庄内合併協議会規約（以下「規約」という。）第１１条第１項

の規定により、北庄内合併協議会小委員会（以下｢小委員会｣という。）を設置する。 
 （所掌事務） 
第２条 小委員会は、北庄内合併協議会（以下「協議会」という。）の付託を受け、規

約第３条に掲げる事項の一部について、専門的に調査及び審議するものとする。 
 （組織） 
第３条 小委員会の名称は、別表のとおりとする。 
２ 小委員会の委員は、協議会の会長（以下「会長」という。）が、協議会の委員の中

から指名する。 
 （委員長及び副委員長） 
第４条 小委員会に委員長１名及び副委員長若干名を置く。 
２ 委員長及び副委員長は、小委員会の委員の互選による。 
３ 委員長は、会務を掌理し、小委員会の会議（以下「会議」という。）の議長となり、

小委員会を代表する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 
 （会議） 
第５条 会議は、委員長が招集する。 
２ 会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ、これを開くことができない。 
３ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を要請することができる。 
 （報告） 
第６条 委員長は、小委員会の調査及び審議の経過及び結果について、協議会に報告す

るものとする。 
 （準用） 
第７条 会議の運営に関しては、北庄内合併協議会会議運営規程の規定を準用する。 
 （庶務） 
第８条 小委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。 
 （補則） 
第９条 この規程に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は会長が別に

定める。 
 
   附 則 
 この規程は、平成１６年１１月２７日から施行する。 
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別表（第３条関係） 
小委員会名 

第１小委員会 

第２小委員会 

第３小委員会 

第４小委員会 

建設計画に関する小委員会 

行財政システムに関する小委員会 

議会議員の定数、任期等に関する小委員会 
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各小委員会委員の指名について 

 

≪常設設置方式≫ 

 

第１小委員会（所管事項：総務・商工観光・議会） 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 専門学識者

阿部與士男 石川憲雄 新舘俊雄 小林隆逸 村上正敏 

 

第２小委員会（所管事項：企画財政・教育） 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 専門学識者

山川源吉 長谷川 裕 阿部慶一 佐藤きく子 小松隆二 

 

第３小委員会（所管事項：市民生活・健康福祉） 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 専門学識者

阿部清幸 安藤順子 小野 實 佐藤忠智 齋藤 緑 

 

第４小委員会（所管事項：農林水産・建設） 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 専門学識者

佐藤 弘 伊藤一哉 齊藤康広 小松原 俊 伊藤善市 

 

 

≪特定事案審議方式≫ 

 

建設計画に関する小委員会 

区分 酒田市 八幡町 松山町 平田町 専門学識者 

２号委員 阿部與士男 石川憲雄 新舘俊雄 小松原 俊  

３号委員 山川源吉 伊藤一哉 阿部慶一 佐藤きく子 伊藤善市 村上正敏 

 

行財政システムに関する小委員会 

区分 酒田市 八幡町 松山町 平田町 専門学識者 

２号委員 佐藤 弘 長谷川 裕 齊藤康広 佐藤忠智  

３号委員 阿部清幸 安藤順子 小野 實 小林隆逸 小松隆二 齋藤 緑 

 

議会議員の定数、任期等に関する小委員会 

区分 酒田市 八幡町 松山町 平田町 専門学識者 

阿部與士男 石川憲雄 新舘俊雄 小松原 俊 
２号委員 

佐藤 弘 長谷川 裕 齊藤康広 佐藤忠智 
 

３号委員 山川源吉 伊藤一哉 小野 實 小林隆逸 伊藤善市 小松隆二 

 

（敬称略） 

（敬称略）
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議案第５号 

 

平成１６年度北庄内合併協議会事業計画 

 

 

１ 合併協議会における協議 

 

 （１）市町村合併特例法第５条に規定する新市建設計画の策定をはじめ、合併

協定項目の諸課題について協議を進める。 

 

  （２）合併協議の経過と結果等について、住民に情報を提供する。 

 

 

 

２ 幹事会、専門部会、分科会における協議 

 

   合併協議会の協議に付する合併協定項目の調整方針（案）や計画（案）等に

ついて、構成市町間で協議を進める。 

 

（１）合併協定項目に関する事務事業の協議 

     公共料金や行政サービス等の調整方針（案）を作成する。 

 

（２）合併協定項目に関する新市建設計画の協議 

     新市の施策、財政計画等の新市建設計画（案）を作成する。 

  

 （３）行政執行体制、行政サービス提供システムの構築 

     協議会における協定項目の確認結果に基づき、合併後の行政サービスの

提供や業務執行のシステムなどについて検討を行う。 

 

 

 



議案第６号

歳入 （単位：千円）

区分 金額

１　負担金 １　負担金 １　負担金 8,000 １　市町負担金 8,000 合併協議会負担金

2,000千円×4市町

２　県支出金 １　県補助金 １　県補助金 5,000 １　県補助金 5,000 ゆとり都山形未来のまちづくり交付金

３　諸収入 １　諸収入 １　諸収入 1 １　諸収入 1 預金利子

13,001

歳出 （単位：千円）

区分 金額

１　事業費 １　事業費 １　会議費 1,948 　１　報酬 502 協議会委員報酬

　９　旅費 617 費用弁償

１１　需用費 72 食糧費

１３　委託料 607 会議録音テープ反訳委託料

１４　使用料及び賃借料 150 協議会会場借上料

２　啓発費 6,885 １１　需用費 6,825 協議会だよりの発行等

１３　委託料 60 ホームページ制作・更新委託料

３　調査費 100 １３　委託料 100 各種調査委託料

２　運営費 １　事務費 １　事務費 3,818 　９　旅費 245 普通旅費

１１　需用費 940 消耗品費

１２　役務費 120 通信運搬費、手数料

１３　委託料 18 自動ドア保守点検委託料

１８　備品購入費 46 事務用備品購入費

2,449 臨時職員賃金負担金

事務室維持管理負担金

職員時間外勤務手当負担金

駐車場駐車券負担金

３．予備費 １．予備費 １．予備費 250 予備費 250 予備費

13,001

－30－

計

平成１６年度　北庄内合併協議会歳入歳出予算

節
説明

款 項 目 予算額
節

説明

１９　負担金、補
       助及び交付
       金

予算額

計

款 項 目
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議 案 付 託 表 

第１小委員会 

協議第 ９号 協定項目８ 地方税の取扱い（その１） 

協議第１０号 協定項目１０ 一般職の職員の身分の取扱い 

協議第１１号 協定項目１１ 特別職の職員の身分の取扱い 

協議第１２号 協定項目１２ 条例、規則の取扱い 

協議第１３号 協定項目１４ 一部事務組合等の取扱い（その１） 

協議第１４号 協定項目１９ 慣行の取扱い 

協議第１７号 協定項目２２ 消防団の取扱い 

協議第１９号 協定項目２４－（１） 納税関係事業の取扱い 

協議第２０号 協定項目２４－（２） 防災関係事業の取扱い 

協議第２７号 協定項目２４－（１０） 商工関係事業の取扱い 

協議第２８号 協定項目２４－（１１） 観光関係事業の取扱い（その１） 

協議第３４号 協定項目２４－（１８） その他事務事業の取扱い 

協議第３６号 協定項目１４ 一部事務組合等の取扱い（その２） 

協議第３７号 協定項目１８ 町(字)の区域及び名称の取扱い 

協議第３９号 協定項目２４－（１１） 観光関係事業の取扱い（その２） 

協議第４１号 協定項目８ 地方税の取扱い（その２） 

協議第４２号 協定項目１４ 一部事務組合等の取扱い（その３） 

 

第２小委員会 

協議第１８号 協定項目２３ 自治会・行政連絡機構の取扱い 

協議第２１号 協定項目２４－（４） まちづくり関係事業の取扱い 

協議第３２号 協定項目２４－（１６） 学校教育関係事業の取扱い 

協議第３３号 協定項目２４－（１７） 生涯学習関係事業の取扱い 

協議第３８号 協定項目２４－（３） 電算システムの取扱い 

協議第４０号 協定項目５ 財産の取扱い 

 

第３小委員会 

協議第１５号 協定項目２０ 国民健康保険事業の取扱い 

協議第１６号 協定項目２１ 介護保険事業の取扱い 

協議第２２号 協定項目２４－（５） 環境関係事業の取扱い 

協議第２３号 協定項目２４－（６） 住民窓口業務の取扱い 

協議第２４号 協定項目２４－（７） 保健衛生関係事業の取扱い 

協議第２５号 協定項目２４－（８） 病院関係事業の取扱い 

協議第２６号 協定項目２４－（９） 福祉関係事業の取扱い 

 

第４小委員会 

協議第 ８号 協定項目７ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 

協議第２９号 協定項目２４－（１２） 農林水産関係事業の取扱い 

協議第３０号 協定項目２４－（１４） 生活排水関係事業の取扱い 

協議第３１号 協定項目２４－（１５） 建設関係事業の取扱い 

協議第４３号 協定項目２４－（１３） 水道関係事業の取扱い 
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建設計画に関する小委員会 

協議第４５号 協定項目２５ 新市建設計画 

 

 

 

行財政システムに関する小委員会 

協議第３５号 協定項目１３ 事務組織及び機構の取扱い 

協議第４４号 協定項目９ 地域審議会等の取扱い 

 

 

 

議会議員の定数、任期等に関する小委員会 

協議第７号 協定項目６ 議会の議員の定数及び任期の取扱い 
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その他資料  今後のスケジュールについて 

 
合併申請書提出までのスケジュール（予定） 

月 
山形県との 
建設計画に関する協議 

合併協議会 各市町議会 
住民への 
周知等 

平成 
16 年 

 
11 
月 

 
 
 
 

 

 
 
11/27（土） 
第 1 回北庄内合併協議会 
・協議会新設の経過報告 
・協定項目の調整方針を 
提案、協議 

11/30（火）（予定） 
行財政システムに関する小委員会 
建設計画に関する小委員会 

11/12（金）15（月） 
各市町議会 

11 月臨時会 
・協議会新設議案議決 

 

 
 
 
 
 

 
 

12 
月 

12 月上旬    
建設計画事前協議 

（事前協議書提出）

 
 
12 月中～下旬 
山形県合併支援本部 
庄内地域支部会議 
 

 
各小委員会における協議 

 
12/11（土）（予定） 
第 2 回北庄内合併協議会 
・各小委員会委員長報告 
・全協定項目の調整方針を 

  確認 
 ・協定書の内容確認 

 
 
各市町議会 

12 月定例会 
 

 
 
 
 
 

 

平成 
17 年 

 
 
1 
月 

 
1 月上～中旬 
山形県合併支援本部 
幹事会 
 

1 月下旬    
建設計画本協議 
（本協議書提出）

 
 
1 月中旬 
第 3 回北庄内合併協議会 
・全協定項目の調整方針を 

  確認 
・協定書の内容確認 

 
 

  

2 
月 

 
2 月中旬 
山形県 
合併支援本部会議 

 
 
2 月中～下旬 
第 3 回北庄内合併協議会 

・合併調印式 
 

  

3 
月 

  
 
 
3 月下旬 
山形県へ合併申請書提出 

 
各市町議会 

3 月定例会 
・合併関係議案審議 

 

 

（本協議回答） 

合
併
に
関
す
る
座
談
会
等
、 

住
民
へ
の
説
明
と
意
向
把
握 



別 添 １ 

北庄内合併協議会委員等名簿 

  氏 名 区 分 備    考 

会 長 阿 部 寿 一  酒田市長 

副会長 佐々木 藤正 1 号委員 松山町長 

副会長 加 藤 寛 英 1 号委員 平田町長 

副会長 後 藤 孝 司 1 号委員 八幡町長 

委 員 阿部 與士男 2 号委員 酒田市議会議長 

委 員 佐 藤  弘 2 号委員 酒田市議会議員 

委 員 石 川 憲 雄 2 号委員 八幡町議会議長 

委 員 長谷川 裕 2 号委員 八幡町議会議員 

委 員 新 舘 俊 雄 2 号委員 松山町議会議長 

委 員 齊 藤 康 広 2 号委員 松山町議会議員 

委 員 小松原 俊 2 号委員 平田町議会議長 

委 員 佐 藤 忠 智 2 号委員 平田町議会議員 

委 員 山 川 源 吉 3 号委員 酒田市 

委 員 阿 部 清 幸 3 号委員 酒田市 

委 員 伊 藤 一 哉 3 号委員 八幡町 

委 員 安 藤 順 子 3 号委員 八幡町 

委 員 小 野  實 3 号委員 松山町 

委 員 阿 部 慶 一 3 号委員 松山町 

委 員 小 林 隆 逸 3 号委員 平田町 

委 員 佐藤 きく子 3 号委員 平田町 

委 員 伊 藤 善 市 3 号委員 東京女子大学名誉教授 

委 員 小 松 隆 二 3 号委員 東北公益文科大学学長 

委 員 村 上 正 敏 3 号委員 山形県庄内総合支庁長 

委 員 齋 藤  緑 3 号委員 特定非営利活動法人あらた代表理事 

    

監査委員 土 井 賢 策  八幡町監査委員 

監査委員 仲 鉢 広 男  平田町監査委員 

 



別添２ 

○写  

北庄内合併協議会の設置に関する協議書 

 

 酒田市、八幡町、松山町及び平田町は、北庄内合併協議会（以下「協議会」とい

う。）の設置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第

１項の規定に基づき協議し、別紙のとおり規約を定め、設置するものとする。 

 この協議会の成立を証するため、本書４通を作成し、記名押印の上、それぞれ１

通を保有する。 

 

 平成１６年１１月１６日 

 

 

酒田市長 阿 部 寿 一 

 

 

 

                    八幡町長 後 藤 孝 司 

 

 

 

                    松山町長 佐々木 藤 正 

 

 

 

                    平田町長 加 藤 寛 英 

 



別添３ 

○写  
北庄内合併協議会規約に関する確認書 

 

 酒田市、八幡町、松山町及び平田町は、北庄内合併協議会規約（以下「規約」と

いう。）に規定する構成市町の長が協議して定める事項について協議し、次のとお

り確認した。 

 

１ 規約第４条に規定する協議会の事務所 

   酒田市中町一丁目４番１０号庄内情報プラザ２階とする。 

 

２ 規約第６条第１項に規定する会長及び副会長の選任について 

会長に酒田市長 阿部寿一氏を選任する。 

   副会長に八幡町長 後藤孝司氏、松山町長 佐々木藤正氏及び平田町長 加

藤寛英氏を選任する。 

   この場合において、規約第８条に規定する会長の職務を代理すべき副会長は、

松山町長 佐々木藤正氏、平田町長 加藤寛英氏、八幡町長 後藤孝司氏の順

とする。 

 

３ 規約第７条第１項第３号に規定する識見を有する委員は、構成市町が推薦する

者２名ずつ、伊藤善市氏（東京女子大学名誉教授）、小松隆二氏（東北公益文科

大学学長）、村上正敏氏（山形県庄内総合支庁長）及び齋藤緑氏（特定非営利活

動法人あらた代表理事）とする。 

 

４ 規約第１３条に規定する協議会の事務に従事する職員は、構成市町が選任する

職員及び山形県から派遣される職員を充てることとし、次のとおりとする。 

 (1) 協議会の事務局長は、酒田市職員をもって充てる。 

 (2) 協議会の事務局職員の人数は、事務局長を除き酒田市４名、八幡町１名、松

山町１名、平田町１名とする。 

 

５ 規約第１６条に規定する協議会に要する経費は、関係市町で均等に負担するも

のとする。 

 



別添３ 
６ 規約第１７条第１項に規定する監査委員について 

   監査委員は、八幡町監査委員 土井賢策氏及び平田町監査委員 仲鉢広男氏

に委嘱する。 

 

 

 

 この協議の成立を証するため、本書４通を作成し、記名押印の上、それぞれ１通

を保有する。 

 

 平成１６年１１月１６日 

 

 

酒田市長 阿 部 寿 一 

 

 

 

                    八幡町長 後 藤 孝 司 

 

 

 

                    松山町長 佐々木 藤 正 

 

 

 

                    平田町長 加 藤 寛 英 


